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自由貿易港区及び国際空港パークの営利事業所得税免除改

正案の可決

「欧州連合経済領域租税優遇による有害な租税競争慣行に関するガイドライン」では、国内外の営利事業者に対し、国

内外の顧客との取引における差別待遇を禁止しています。行政院がこれに対応するために制定した自由貿易港区設

置管理条例第29条及び国際空港パーク発展条例第35条改正草案が2018年12月28日に立法院より可決されました。

改正要点は下表の通りです。

改正後

免税適用対象 台湾国内で特定の活動を行う営利事業者

免税営業行為 自由貿易港区内で行う物品の仕入、輸入、貯蔵

又は運送

免税範囲 国内外の物品販売所得はともに免税

適用期間及び

移行期間の処理

 営利事業所得税免除施行期間は2042年12

月31日まで。

 改正後の条文は2019年度以降の営利事業

所得税確定申告案件に適用される。

 改正前に許可された案件の免税期間は最

長2021年12月31日まで。

 申請中の案件のうち、2018年度以前の所得

に帰属する場合は、改正前の規定を適用す

る。2019年度以降の所得に帰属する場合は、

改正後の規定を適用する。

改正前

外国営利事業者又はその台湾国内の支店

自由貿易港区内で行う貯蔵又は簡易加工

 国外得意先へ物品を販売する場合は免税

 売上高総額の10％以下の国内得意先への
物品販売について免税

営利事業所得税免除施行期間は2042年12月
31日まで。
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KPMGの見解

今回可決された自由貿易港区設置管理条例第29条及び国

際空港パーク発展条例第35条の改正案について

— 免税対象の判定は国籍別から、自由貿易港区及び国

際空港パークにおいて仕入、輸入、貯蔵又は運送等の

準備又は補助性質の活動を行うか否かの営業形態に

よる判定へ変更されました。また、営業形態から簡易加

工作業が削除され、物品の販売先は台湾国内又は国

外を問わず免税が適用されることになりました。具体的

な免税適用範囲、例えば、ラベル貼付、包装、レベル分

類等の機能が含まれるかについて、主務機関は財政

部と共同で細則で規定する予定です。

— 上記の特定区域以外の区域（例えば、税関管理下の保

税倉庫、物流センター）で行う活動は上記の免税規定

を適用できませんが、外国営利事業者であり、且つ所

在国と台湾の間に租税協定がある場合、租税協定に

基づく事業所得の免税適用を申請することが可能です。

また、外国営利事業者であり、且つ台湾国外へ物品を

販売する、又は台湾国外で販売行為を完了する場合、

台湾国内法の規定に基づき台湾源泉所得に帰属しな

いと認定することができます。

— 加工に従事する場合、上記の免税規定は適用されませ

んが、外国営利事業者である場合、上記の特定区域内

に位置するか否かを問わず、財政部2018年4月17日付

台財税字第10600664060号通達に説明される取引形態

に基づき、台湾国内の利益貢献度に同業利益基準を

乗じて台湾源泉所得を計算することができます。また、

台湾国外で物品の販売行為が完了する場合は台湾源

泉所得に帰属しません。（KPMG Newsletter No.2018-

07「国外事業者が台湾国内で輸入、保存、製造加工等

の取引に従事する場合の台湾源泉所得の計算に関す

る新措置」参照）。
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